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ヒト乾燥硬膜を使用された患者に係る診療録等の長期保存について（再周知） 

 

医薬行政につきましては、日頃より御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

ヒト乾燥硬膜を使用された患者に係る診療録等の長期保存については、別添のとおり、

「ヒト乾燥硬膜を使用された患者に係る診療録等の長期保存について（依頼）」（平成１４

年４月１５日付医薬発第０４１５００６号）により、貴管下関係医療機関に対し、ヒト乾

燥硬膜診療録等の保存につきまして、配慮がなされるよう要請していただくことをお願い

しています。 

近年でも約 40 年前にヒト乾燥硬膜を使用された方がクロイツフェルト・ヤコブ病を発症

した例が報告されており、引き続き、保存年限を経過していても、まだ廃棄されていない

診療録等がある場合には、なお当分の間、これらが保存されていることが必要であること

から、貴管下関係医療機関に対しまして、上記通知の再度の周知をお願いいたします。 

なお、ヒト乾燥硬膜の使用後にクロイツフェルト・ヤコブ病を発症された患者・家族に

対しては、当該患者等に対する相談・支援団体として「ヤコブ病サポートネットワーク」

があります。支援を必要とする患者・家族に支援が届くよう、併せて貴管下関係医療機関

に対して周知をお願いいたします。 

また本日付で、（公社）日本医師会、（公社）日本歯科医師会、（一社）日本病院会、（一

社）日本医療法人協会、（公社）全日本病院協会、（公社）全国自治体病院協議会、（公社）

日本精神科病院協会あてにも同旨の連絡をいたしましたので、申し添えます。 

 

（参考ＵＲＬ） 

・ヤコブ病サポートネットワーク 

https://www.cjdnet.jp/ 

   

 

 

 

 



IMXHW
テキスト ボックス
別　添









